
 

 

 

 

行事における食品提供の取扱指導要領策定に係る意見募集結果について 

 
 

１ 意見募集実施概要 

 （１） 募集期間 

     平成 26 年７月 18 日から８月 18 日まで 

 （２） 周知方法 

    ア 健康福祉局ホームページ 

    イ 窓口配布 

      市民情報室、各区区政推進課、各区生活衛生課、健康福祉局食品衛生課、健康

福祉局本場食品衛生検査所、健康福祉局南部市場食品衛生検査所、健康福祉局食

肉衛生検査所 

 （３） 意見提出方法 

     電子メール、郵送、ファクシミリ、持参 

      

２ 実施結果 

  10 件の御意見をいただきました。 
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３ 御意見の概要と本市の考え方 

 

 

その他、要領（案）の内容以外の御意見や感想：５件 

 

４ 今後のスケジュール 
  意見募集実施結果を踏まえて策定した「行事における食品提供の取扱指導要領」を９月

19 日から運用する予定です。なお、運用にあたっては、区生活衛生課等と連携し、効果

的な周知に努めてまいります。 

御意見 本市の考え方 

 食品取扱従事者の遵守事項について「食品の下

処理は、屋内の設備の整った調理場等の清潔な場

所で提供当日に行い…」を、「食品の下処理は、

屋内の設備の整った調理場等の清潔な場所で 

原則提供当日に行い…」にした方がよい。 

下処理した食品の適正な保管場所が確保

しにくいことから、当初案のとおりといたし

ます。 

許可を取らなくていい対象が明確になったの

はいいが、市民祭という表現がよく分からない。

市民が自由に参加することができる開港

記念祭等を想定しております。 

市との関わりについては、主催、共催、後援、

協賛のどこまでを対象にするか明確にし、名義使

用承諾通知書を確認すべき。 

 御意見を踏まえ「市が主催・共催するもの」

とし、共催の場合には、名義使用承諾通知書

を確認いたします。 

規制がなくなりすぎて、衛生管理がきちんとで

きるのか心配。 

この要領案では事故防止を目的に、対象と

なる行事、取扱品目、施設設備及び食品の取

扱い等の衛生管理に関する事項についても

定めております。 

指導を守らない出展者は、翌年許可無しで出店

できない、食中毒を起こした者は５年間許可不要

の対象外とする等、衛生的な取扱いができない場

合の措置も必要。 

衛生的な取扱いを指導するための要領で

あるため、罰則等の措置は規定しておりませ

ん。 



① 要領を適用する地域行事と営業許可について   

 

参考資料 

 

「行事における食品提供の取扱指導要領」（概要版） 

 

１ 趣旨  

地域において住民組織等が開催する夏祭りや区民祭り、学園祭などの行事（以下、地域行事。）は、近年、

地域の活性化のための交流イベントとして、その内容が多様化するとともに、提供される食品についても、調

理工程が複雑な品目が増えています。このような状況を受け、地域行事における食中毒等事故防止を図る

ことを目的に、「行事における食品提供の取扱指導要領（以下、要領。）」を策定しました。 

 

２  要領の主な内容  

 

次の各号の要件を全て満たす地域行事での食品の調理及び販売は、食品衛生法第 52 条における「飲食

店・喫茶店等の営業の許可」を要しないものとして取り扱います。 ただし、適用は、主催者が当該行事へ

の出店を認めた者に限ります。 

 

（１）対象行事が次のいずれかに該当すること。 

ア 町内会、自治会及び商店街等の住民組織が主催する区民祭、運動会、夏祭り等 

イ 市民祭であって市が主催又は共催するもの 

ウ 神社、仏閣等の縁日祭礼 

エ 農協、漁協などの各種団体が主催する農業祭、産業祭等 

オ 福祉団体が行う各種行事 

カ 企業が地域住民等に対して行う企業祭（工場開放祭等） 

ただし、企業本来の営業行為の一環として、行事の形態で行う場合は除く。 

キ 学校等（保育園、幼稚園含む）が主催する学園祭、運動会、バザー等 

（２） 同一主催者又は同様形態の行事の開催が、おおむね年５回を超えないこと。 

また、1 回あたりの開催日数がおおむね５日間を超えないこと。 

（３） 行事を主催する住民組織等の活動エリア及びその周辺地域で開催されるものであること。 

（４） 行事を主催する住民組織等が、本要領に基づいた衛生管理を遵守することを誓約していること。 
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（１） 「現地で加熱調理してその場で飲食させるもの」の取扱要件  

ア 事前に調理場等の衛生的な場所で下処理した食材を行事会場で焼く、煮る、揚げる、茹でる、蒸すなど加熱調

理したもの。 

イ 肉類は下ゆでなどの加熱、または、短時間で中心部まで加熱が十分にできる大きさに切ること。 

（２）「食品営業施設から仕入れて手を加えずに販売するもの」の取扱要件 

 野菜・果物以外は市販の未開封品を販売すること。適切な表示がされていること。温度管理に注意すること。 

 なお、乳類、食肉、魚介類の販売については営業許可を取得する必要があります。 

ア 施設の天井及び三方の側面は、雨、直射日光を防げる材質（テント、シートを含む）で区画されていること。 

イ 手洗いとして水道又は給水タンクを整備し、せっけん及び消毒薬を備えること。排水は衛生的に処理すること。 

ウ 保存基準の定めのある食品の取扱いは、冷凍又は冷蔵設備を設けて、温度計を見やすい位置に備えること。 

ア 手指に切り傷のある者、また事前の健康チェックで、おう吐や下痢等の胃腸炎症状、風邪を引いている場合

やその他体調の悪い者は調理等に従事しないこと。 

イ 調理等に従事する者は、爪を短くし、時計、指輪等手指に着ける装身具を外すこと。また、清潔なエプロン、

マスク、帽子又は三角巾、使い捨ての手袋などを着用して食品を取り扱うこと。 

ウ 食品を取扱う前、生肉や生魚に触れた後、トイレの後等には必ずせっけんで十分に手を洗い、手指用の消

毒剤で消毒を行うこと。タオルは使い捨て又は個人用とし、他人との共用はしないこと。 

エ 食品の下処理は、屋内の設備の整った調理場等の清潔な場所で提供当日に行い、行事会場では行わない

こと。また、使用時まで適切な温度管理を行うとともに有蓋の容器で衛生的に保管すること。 

オ 加熱調理を行う食品は、中心部まで十分火を通すこと。 

カ 調理器具は洗浄・消毒済のものを使用し、作業中も必要に応じて洗浄・消毒を行うこと。       

② 取扱品目と取扱要件について 

 ④ 主催者及び食品取扱者（各出店者）の遵守事項について 

③ 必要な施設設備について 

 

 

地域行事での取扱品目は「原則として現地で加熱調理してその場で飲食するもの」または「食品営業施設

から仕入れて手を加えずに販売するもの」とし、「焼物」「煮物」などの分類項目ごとに、おおむねの取扱要件を

定めました。特に伝統的に行われている餅つきは、手返しや成形など素手で餅に直接触れる工程が多く、ノロウ

イルス等による食中毒が懸念されるため、作業時の手洗い、手袋着用、健康チェックなど詳しく衛生管理事項を定

めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催場所や取扱品目に応じた施設設備を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

主催者の遵守事項として、開催場所を所管する福祉保健センターへの事前相談、行事開催届の提出、各食品

取扱責任者に衛生教育を行うことなどを定めました。また、従事者が調理を行う際の遵守事項を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱従事者が調理等を行う際の遵守事項（例） 

主な項目 

主な項目 
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